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(57)【要約】
　アプリケータと、アプリケータセットと、アプリケータ又はアプリケータセットを使用
して表面の洗浄度を判定するための方法と、アプリケータ又はアプリケータセットを使用
して表面の洗浄度を判定するためのシステム。アプリケータは、マーカー組成物と、マー
カー組成物を保持することが可能なアプリケータ本体とを備えることができる。マーカー
組成物は、再帰反射粒子及び分散媒を含むことができ、再帰反射粒子の配合比は、マーカ
ー組成物全体を基準として５０～９０質量％である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　再帰反射粒子及び分散媒を含有するマーカー組成物であって、前記再帰反射粒子の配合
比が、前記マーカー組成物全体を基準として５０～９０質量％である、マーカー組成物と
、
　前記マーカー組成物を保持することが可能なアプリケータ本体と、を備える、アプリケ
ータ。
【請求項２】
　前記アプリケータ本体が、多孔質である、請求項１に記載のアプリケータ。
【請求項３】
　前記アプリケータ本体が、前記アプリケータ本体の内部内に連続気泡を有する、請求項
１又は２に記載のアプリケータ。
【請求項４】
　前記連続気泡の気泡数が、２５ｍｍ当たり１５～１００個の気泡である、請求項３に記
載のアプリケータ。
【請求項５】
　前記アプリケータ本体の少なくとも一部が露出されるように、前記アプリケータ本体を
保持するための保持本体と、
　前記アプリケータ本体の前記露出部分を密閉封止するために、前記保持本体に取り外し
可能に取り付けられる蓋本体と、を更に備える、請求項１～４のいずれか一項に記載のア
プリケータ。
【請求項６】
　複数の請求項１～４のいずれか一項に記載のアプリケータを備えるアプリケータセット
であって、
　各アプリケータがそれぞれ、
　前記アプリケータ本体を保持するための保持本体であって、前記アプリケータ本体の少
なくとも一部が露出されるように前記アプリケータ本体を保持する、保持本体と、
　別のアプリケータの前記保持部分に取り外し可能に取り付けられる蓋部分であって、他
方のアプリケータの前記アプリケータ本体の前記露出部分を密閉封止することが可能であ
る、蓋部分と、を備える、アプリケータセット。
【請求項７】
　前記複数のアプリケータの中の単一のアプリケータが、他方のアプリケータから区別さ
れることが可能である、請求項６に記載のアプリケータセット。
【請求項８】
　洗浄度を判定するための方法であって、
　請求項１～５のいずれか一項に記載のアプリケータ又は請求項６若しくは７に記載のア
プリケータセットを使用して、洗浄されるべき表面に前記マーカー組成物を適用すること
と、
　前記表面を洗浄することと、
　前記表面上に光を照射することと、
　前記再帰反射粒子からの反射光を感知することと、
　前記反射光の感知の結果に基づいて、洗浄度を判定することと、を含む、方法。
【請求項９】
　洗浄度を判定するためのシステムであって、
　請求項１～５のいずれか一項に記載のアプリケータ又は請求項６若しくは７に記載のア
プリケータセットと、
　洗浄されるべき表面の状態を示す画像データに基づいて、再帰反射粒子からの反射光を
感知するための感知手段と、
　前記感知手段によって得られた前記反射光の感知結果に基づいて、前記洗浄されるべき
表面の洗浄度を判定するための判定手段と、を備える、システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アプリケータ、アプリケータセット、洗浄度判定方法、及び洗浄度判定シス
テムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　米国特許第７７１８３９５号は、洗浄が十分に行われたか否かを判定するための方法と
して、蛍光物質を含む透明インジケータ試薬を使用する方法を開示している。この方法は
、洗浄前に、洗浄されるべき物体（例えば、テーブル、いす等）上にインジケータ試薬を
被覆する工程と、洗浄後に、紫外線放射による照射に起因して、洗浄されるべき物体の蛍
光物質から放射された光を感知することによって、インジケータ試薬が存在するか否かを
判定する工程とを含む。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　発明が解決しようとする課題
　洗浄が十分に行われたか否かを判定する（即ち、洗浄度を判定する）ために、判定が単
純な方法によって可能であり、判定が広い範囲にわたって可能であり、判定が非常に正確
であること等が重要である。
【０００４】
　本発明の１つの目的は、マーカー組成物を使用したアプリケータ、アプリケータセット
、洗浄度判定方法、及び洗浄度判定システムを提供することであり、マーカー組成物の存
在は、単純な方法によって、広い範囲にわたって感知することができる。
【０００５】
　課題を解決するための手段
　本発明の一態様は、再帰反射粒子及び分散媒を含有するマーカー組成物と、メーカー（
maker）組成物を保持することが可能なアプリケータ本体とが提供されるアプリケータで
あり、再帰反射粒子の配合比は、マーカー組成物の総量を基準として５０～９０質量％で
ある。
【０００６】
　本発明の別の態様では、アプリケータ本体は、多孔質であってもよい。
【０００７】
　本発明の更なる別の態様では、アプリケータ本体は、そのアプリケータ本体の内部内に
連続気泡を有することが可能であり得る。
【０００８】
　本発明の更なる別の態様では、連続気泡の気泡数は、２５ｍｍ当たり１５～１００個の
気泡であってもよい。
【０００９】
　本発明の更なる別の態様では、アプリケータ本体は、アプリケータ本体の少なくとも一
部が露出されるように、アプリケータ本体を保持するための保持本体と、アプリケータ本
体の露出部分を密閉封止するために、保持本体に取り外し可能に取り付けられる蓋本体と
、から更に構成されてもよい。
【００１０】
　本発明の一態様において、複数のアプリケータから構成されるアプリケータセットが提
供され、各アプリケータはそれぞれ、アプリケータ本体を保持するための保持本体であっ
て、アプリケータ本体の少なくとも一部が露出されるように、アプリケータ本体を保持す
る、保持部分を含み、他のアプリケータの保持部分に取り外し可能に取り付けられる蓋部
分であって、他のアプリケータ本体の露出部分を密閉封止することが可能な、蓋部分を含
む、保持本体を含む。
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【００１１】
　本発明の別の態様では、複数のアプリケータの中の１つのアプリケータは、他のアプリ
ケータから区別されることが可能であり得る。
【００１２】
　本発明の別の態様では、洗浄度判定方法が提供され、上述したアプリケータ又はアプリ
ケータセットを使用して、洗浄前の洗浄されるべき表面にマーカー組成物を適用する工程
と、洗浄されるべき表面が洗浄された後、その洗浄されるべき表面上に光を放射し、再帰
反射粒子からの反射光を感知する工程と、反射光の感知結果に基づいて、前記洗浄される
べき表面の洗浄度を判定する工程と、から構成される。
【００１３】
　本発明の別の態様では、洗浄度判定システムが提供され、アプリケータ又はアプリケー
タセットを用いてマーカー組成物が適用され、次いで、洗浄される、洗浄されるべき表面
に光が放射されている状態を示す画像データに基づいて、再帰反射粒子からの反射光を感
知するための感知手段と、感知手段によって得られた反射光の感知結果に基づいて、洗浄
されるべき表面の洗浄度を判定するための判定手段と、から構成される。
【００１４】
　本発明を用いて、マーカー組成物を使用したアプリケータ、アプリケータセット、洗浄
度判定方法、及び洗浄度判定システムを提供することが可能であり、マーカー組成物の存
在は、高い正確性を有する単純な方法によって、広い範囲にわたって感知することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】第３の実施形態のアプリケータの例を示す斜視図である。
【図２】第４の実施形態のアプリケータセットの例を示す斜視図である。
【図３】図２に示したアプリケータセットの分解図である。
【図４】第５の実施形態のアプリケータセットの例を示す斜視図である。
【図５】撮像光の照射を有しない状態での、実施例１のマーカー組成物が適用されている
紙を示す画像である。
【図６】撮像光の照射を有する状態での、実施例１のマーカー組成物が適用されている紙
を示す画像である。
【図７】撮像光の照射を有しない状態での、実施例５～７のマーカー組成物が適用されて
いる紙を示す画像である。
【図８】撮像光の照射を有する状態での、実施例５～７のマーカー組成物が適用されてい
る紙を示す画像である。
【図９】実施例８のマーカー組成物を使用して製造されたアプリケータと、撮像光の照射
を有しない状態での、実施例８のマーカー組成物が適用されている紙を示す画像である。
【図１０】実施例８のマーカー組成物を使用して製造されたアプリケータと、撮像光の照
射を有する状態での、実施例８のマーカー組成物が適用されている紙を示す画像である。
【図１１】実施例９のマーカー組成物を使用して製造されたアプリケータと、撮像光の照
射を有しない状態での、実施例９のマーカー組成物が適用されている紙を示す画像である
。
【図１２】実施例９のマーカー組成物を使用して製造されたアプリケータと、撮像光の照
射を有する状態での、実施例９のマーカー組成物が適用されている紙を示す画像である。
【図１３】撮像光の照射を有しない状態での、実施例８のマーカー組成物が適用されてい
る紙を示す画像である。
【図１４】撮像光の照射を有する状態での、実施例８のマーカー組成物が適用されている
紙を示す画像である。
【図１５】実施例１１のマーカー組成物を使用して製造されたアプリケータと、撮像光の
照射を有しない状態での、実施例１１のマーカー組成物が適用されている紙を示す画像で
ある。
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【図１６】実施例１１のマーカー組成物を使用して製造されたアプリケータと、撮像光の
照射を有する状態での、実施例１１のマーカー組成物が適用されている紙を示す画像であ
る。
【図１７】実施例１２のマーカー組成物を使用して製造されたアプリケータと、撮像光の
照射を有しない状態での、実施例１２のマーカー組成物が適用されている紙を示す画像で
ある。
【図１８】実施例１２のマーカー組成物を使用して製造されたアプリケータと、撮像光の
照射を有する状態での、実施例１２のマーカー組成物が適用されている紙を示す画像であ
る。
【図１９】実施例１３のマーカー組成物を使用して製造されたアプリケータと、撮像光の
照射を有しない状態での、実施例１３のマーカー組成物が適用されている紙を示す画像で
ある。
【図２０】実施例１３のマーカー組成物を使用して製造されたアプリケータと、撮像光の
照射を有する状態での、実施例１３のマーカー組成物が適用されている紙を示す画像であ
る。
【図２１】撮像光の照射を有しない状態での、実施例１１～１３のマーカー組成物が適用
されている紙を示す画像である。
【図２２】撮像光の照射を有する状態での、実施例１１～１３のマーカー組成物が適用さ
れている紙を示す画像である。
【図２３】撮像光の照射を有しない状態での、実施例１３のマーカー組成物が適用されて
いる紙を示す画像である。
【図２４】撮像光の照射を有する状態での、実施例１３のマーカー組成物が適用されてい
る紙を示す画像である。
【図２５】撮像光の照射を有しない状態での、実施例１４～１６のマーカー組成物が適用
されている紙を示す画像である。
【図２６】撮像光の照射を有する状態での、実施例１４～１６のマーカー組成物が適用さ
れている紙を示す画像である。
【図２７】撮像光の照射を有しない状態での、実施例１７～１９のマーカー組成物が適用
されている紙を示す画像である。
【図２８】撮像光の照射を有する状態での、実施例１７～１９のマーカー組成物が適用さ
れている紙を示す画像である。
【図２９】撮像光の照射を有しない状態での、実施例２０～２３のマーカー組成物が適用
されている紙を示す画像である。
【図３０】撮像光の照射を有する状態での、実施例２０～２３のマーカー組成物が適用さ
れている紙を示す画像である。
【図３１】撮像光の照射を有しない状態での、実施例１５のマーカー組成物が適用されて
いる紙を示す画像である。
【図３２】撮像光の照射を有する状態での、実施例１５のマーカー組成物が適用されてい
る紙を示す画像である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明のマーカー組成物、アプリケータ、アプリケータセット、洗浄度判定方法、及び
洗浄度判定システムの実施形態を、以下に詳細に記載する。
【００１７】
　［第１の実施形態：マーカー組成物］
　第１の実施形態のマーカー組成物は、再帰反射粒子及び分散媒を含有し、分散媒は、水
及び水溶性ポリマーを含有する。加えて、再帰反射粒子の配合比は、マーカー組成物の総
量を基準として５０～９０質量％である。本明細書で、「再帰反射」という用語は、入射
光を入射の方向に反射し戻す特性を指す。
【００１８】
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　再帰反射粒子が再帰反射性を示す限り、再帰反射粒子（即ち、ビーズ）に特定の限定は
ない。再帰反射粒子として使用される物質の例としては、ガラス（ソーダ石灰ガラス、ホ
ウケイ酸ガラス、及びチタン酸バリウムガラス等）及び高屈折率プラスチックが挙げられ
る。ガラスは、反射率の観点から有利に使用され得る。
【００１９】
　適用能力、安定性、保存安定性、及び視認性の観点から、再帰反射粒子の平均粒径は、
１０～１００μｍ、２０～９０μｍ、又は３０～８０μｍに設定され得る。再帰反射粒子
の平均粒径が前述の範囲内にある場合、分散媒中の再帰反射粒子の分散性は更に増大され
得る。更に、再帰反射粒子の平均粒径が前述の範囲内にある場合、再帰反射粒子からの反
射光の強度は増大され得る。本明細書で、「平均粒径」という表現は、ＪＩＳ　Ｋ　５６
００－９－３（Ｔｅｓｔｉｎｇ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｐａｉｎｔｓ－Ｐａｒｔ　９
：Ｃｏａｔｉｎｇ　Ｐｏｗｄｅｒｓ－Ｓｅｃｔｉｏｎ　３：Ｐａｒｔｉｃｌｅ　Ｓｉｚｅ
　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｂｙ　Ｌａｓｅｒ　Ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ）等に従って測定され
た平均粒径を意味する。
【００２０】
　再帰反射粒子として使用することが可能な粒子は、「ＵＢ－２４Ｍ」及び「ＵＢ－３５
Ｍ」（両方ともＵｎｉｔｉｋａ　Ｌｔｄ．製）、Ｂｅｅｋｏビーズ、Ｒａｍｂｏビーズ、
Ｔｕｎｇビーズ等によって例示される。
【００２１】
　適用能力、視認性、及び反射率の観点から、全マーカー組成物中の再帰反射粒子の濃度
は、７５～９５重量％、７５～９０重量％、又は７５～８５重量％であり得る。加えて、
分散媒がアルコールを含有しない場合、再帰反射粒子の含有比率は、マーカー組成物の全
質量を基準として７０～９０質量％又は７５～８５質量％に設定され得る。
【００２２】
　分散媒中に含有される水は、特に限定されない。この実施形態では、脱イオン水、蒸留
水、超純粋等が使用され得ることが好ましい。
【００２３】
　適用能力の観点から、全マーカー組成物の含水率は、好ましくは３～２５重量％、更に
好ましくは４～２０重量％、最も好ましくは８～１４重量％である。分散媒がアルコール
を含まない場合、全マーカー組成物の含水率は、好ましくは９．５～１８重量％、より好
ましくは１５～１７重量％である。
【００２４】
　分散媒中に含有される水溶性ポリマーは、そのポリマーが水溶性である限り特に限定さ
れない。水溶性ポリマーの例としては、ポリビニルピロリドン（以後「ＰＶＰ」とも称す
る）；ポリビニルアルコール（以後「ＰＶＡ」とも称する）、カルボキシビニルポリマー
、及びアクリル酸－メタクリル酸コポリマー等の合成ポリマー；セルロース、並びにメチ
ルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、及びカルボキシメチルセルロース等のセル
ロース誘導体；澱粉、グアーガム、アルギニン酸塩、及びマンナン等の多糖類及びその誘
導体；キサンタンガム、トラガカントガム、及びグアーガム等のゴム；ヒアルロン酸及び
その誘導体；ポリグルタミン酸及びその誘導体、並びに、これらの物質を物理的又は化学
的に部分的に架橋することにより生成された物質が挙げられる。本明細書では、ポリビニ
ルピロリドンをγ線照射に供することにより架橋された水溶性ポリマーは、「γ線架橋ピ
ロリドン」又は「Ｘ－ＰＶＰ」と称される。
【００２５】
　適用性及び急速乾燥の視点から、水溶性ポリマーの含有比率は、分散媒の全質量を基準
として３～２０質量％、４～１０質量％、又は４～６質量％であり得る。加えて、水溶性
ポリマーの含有比率は、マーカー組成物の全質量を基準として０．８～３質量％、より好
ましくは１～２．５質量％、更により好ましくは１．５～２．５質量％に設定され得るこ
とが好ましい。分散媒がアルコールを含有しない場合、水溶性ポリマーの含有比率は、マ
ーカー組成物の全質量を基準として０．２～４．５質量％、より好ましくは０．５～２．
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５質量％に設定され得ることが好ましい。
【００２６】
　水溶性ポリマーは、水及びアルコールの両方に可溶なポリマーを含有することが好まし
く、分散媒はアルコールを含有することが好ましい。マーカー組成物の急速乾燥は、この
ような水溶性ポリマー及び分散媒によって更に改善され得る。
【００２７】
　アルコールの例としては、イソプロピルアルコール（２－プロパノールとも称する；以
後、時折「ＩＰＡ」と称する）、エタノール、メタノール、及びｎ－プロピルアルコール
が挙げられる。加えて、水及びアルコールの両方に可溶なポリマーの例としては、ポリビ
ニルピロリドン、γ線架橋ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、ヒドロキシメ
チルセルロース、及びヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレートが挙げられる。
【００２８】
　分散媒がそのような水溶性ポリマー及びアルコールを含有する場合、マーカー組成物の
急速乾燥は更に改善され得る。
【００２９】
　適用性及び急速乾燥の視点から、アルコールの含有比率は、分散媒の全質量を基準とし
て２０～６０質量％、３０～６０質量％、又は４５～５５質量％であり得る。更に、全マ
ーカー組成物中のアルコールの含有率は、好ましくは４～１６重量％、更に好ましくは５
～１５重量％、最も好ましくは６～１３重量％である。
【００３０】
　水溶性ポリマーの好ましい様態は、ポリビニルピロリドン又はγ線架橋ポリビニルピロ
リドンである。これらの水溶性ポリマーが使用された場合、マーカー組成物には好適な粘
度が提供され得、接着強度及び適用性も向上され得る。したがって、この態様のマーカー
組成物を用いて、更に高い保持能力を達成することが可能であり、例えば、天井又は壁表
面に適用された際、マーカー組成物が垂れ下がる現象を確実に抑えることができる。
【００３１】
　この実施形態のマーカー組成物は、再帰反射粒子及び分散媒に加えて、保湿剤を更に含
有してもよい。この手段によって、マーカー組成物の蒸発を抑えることができ、またマー
カー組成物の保存安定性を増大させることができる。
【００３２】
　保湿剤の例としては、グリセリン、プロピレングリコール、タンパク質、ムコ多糖、コ
ラーゲン、及びエラスチンが挙げられる。
【００３３】
　全マーカー組成物中の湿潤剤の濃度は、好ましくは０．１～２重量％、更に好ましくは
０．５～１重量％、最も好ましくは０．７～０．８重量％である。加えて、分散媒がアル
コールを含有しない場合、保湿剤の含有比率は、好ましくは、マーカー組成物の全質量を
基準として０．３～７．５質量％、より好ましくは０．５～５質量％に設定され得る。
【００３４】
　この実施形態のマーカー組成物は、再帰反射粒子及び分散媒に加えて、ｐＨ調整剤を更
に含有してもよい。このことは、分散媒中に含有されるポリマー化合物の溶解度を調整し
、かつマーカー組成物の適用性を増大させることを可能にする。
【００３５】
　ｐＨ調整剤の例としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム及び炭
酸カリウムが挙げられる。
【００３６】
　この実施形態のマーカー組成物は、本発明の本質を損なわない範囲内で、他の添加剤（
可塑剤、保湿剤、界面活性剤、保存剤等）を更に含有してもよい。
【００３７】
　マーカー組成物から再帰反射粒子を除く構成要素（２つ以上のタイプのそのような構成
要素が存在する場合、構成要素の混合物）の２５℃での粘度は、２，０００～１００，０
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００ｃｐｓ、４，０００～８０，０００ｃｐｓ、又は６，０００～６０，０００ｃｐｓで
あってもよい。マーカー組成物の接着強度及び適用能力は、前述の範囲内の粘度を有する
ことにより改善され得る。本明細書で、「粘度」は、Ｂ型粘度計（Ｔｏｋｙｏ　Ｋｅｉｋ
ｉ　Ｉｎｃ．製、モデルＢＬ）を使用して、ＪＩＳ　Ｚ　８８０３に従って２５℃の環境
内で測定した粘度を指す。
【００３８】
　本実施形態のマーカー組成物は、再帰反射粒子、水、水溶性ポリマー、必要に応じてア
ルコール、及び必要に応じて更に保湿剤等の添加剤を混合することにより得ることができ
る。これらの構成要素の配合の順序に特定の限定はなく、例えば、全構成要素を器内に供
給し、次いで配合してもよく、又は代替的に、構成要素の一部を配合した後、混合物中に
他の構成要素を添加し、配合してもよい。好ましい調製方法は、最初に、分散媒中に含ま
れる構成要素を配合することにより分散媒を得る工程と、次いで、分散媒中に再帰反射粒
子を添加及び配合することによりマーカー組成物を得る工程と、から構成される方法によ
り例示される。これらの工程の各々の処理条件は、適宜選択され得る。更に、分散媒の調
製中に湿潤剤等の添加剤を添加してもよく、又は代替的に、添加剤は再帰反射粒子と共に
、若しくは再帰反射粒子を添加した後に、分散媒に添加してもよい。
【００３９】
　更に、アルコールが使用される場合の分散媒の調製方法の例は、可燃性溶媒用の密閉封
止された器内で水及び水溶性ポリマーを混合する第１の工程と、第１の工程で得られた混
合物中にアルコールを添加及び混合する第２の工程とを含む方法である。
【００４０】
　本実施形態のマーカー組成物によれば、単純な方法によって高い正確性で、広い範囲に
わたってマーカー組成物の存在又は不在の感知が可能となる。
【００４１】
　即ち、前述のマーカー組成物は、再帰反射粒子を分散媒中に安定的に保持することがで
き、広い範囲にわたって容易に適用することができる。更に、適用後、マーカー組成物は
、水又は水－アルコールの混合液体等を含む洗浄物品（即ち、布、モップ等）を使用して
拭うことによって、適用領域から容易に除去することができる。更に、マーカー組成物の
適用及び除去中、マーカー組成物は、自然照明又は室内照明としての光により照明される
。しかしながら、洗浄物品を持ち、洗浄領域を洗浄する人物の視線は、通常、光の入射及
び反射の方向とは異なるため、洗浄物品を持ち、洗浄領域を洗浄する人物は、通常、再帰
反射粒子からの反射光を視覚的に感知することが不可能である。
【００４２】
　次いで、光を使用して前述のマーカー組成物を照明した場合、そのような光は、粒子表
面上での光の入射の位置に関わらず（即ち、光の入射角に関わらず）、光源に向かって反
射される。それ故、反射は、正反射及び散乱反射と比較して、より広い範囲の入射角から
検出することができ、検出される反射光の強度を増大させることが可能である。更に、照
明光は、再帰反射粒子が再帰反射性であることを示す任意のタイプの光であってもよい。
それ故、適用領域を紫外線放射蛍光物質で被覆した後、その適用領域を紫外線放射で照明
する場合と比較して、この方法は、照明光の波長に関連した光のタイプ、光源装置のタイ
プ等の選択における自由度が高いという利点を有する。更に、照明光として可視光が選択
される場合、例えば、通常のカメラ、カメラ搭載携帯電話、カメラ搭載多機能携帯電話（
スマートフォン）等の撮像のための照明（フラッシュ照明）を使用して、撮像及び照明を
行うことができる。得られた画像における反射光の存在又は不在に基づいて、マーカー組
成物の存在又は不在を判定することが可能である。
【００４３】
　本実施形態のマーカー組成物の適用は、病院、ホテル、レストラン等の施設内の洗浄の
際に、洗浄度の判定に使用されるインジケータにより例示される。具体的には、病院内で
は、様々なタイプの疾病に感染した患者が病院を訪れるため、病院内での１人の患者から
他の患者への交差感染の危険性が存在する。それ故、病院室内を十分に洗浄することに加
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えて、病院内の洗浄が十分に行われたか否かを高い正確性で判定することが重要である。
そのような適用における本実施形態のマーカー組成物は、マーカー組成物の存在又は不在
を広範囲に検出する単純な方法により洗浄度を高い正確性で感知する能力に起因して、極
めて有用である。
【００４４】
　［第２の実施形態：マーカー組成物］
　第２の実施形態のマーカー組成物は、再帰反射粒子と、水に可溶な分散媒とを含有する
。
【００４５】
　第１の実施形態の再帰反射粒子と同一の粒子を、第２の実施形態の再帰反射粒子として
使用することができる。ここでは、重複する説明を省略する。
【００４６】
　適用性、視認性、及び反射率の視点から、第２の実施形態のマーカー組成物中の再帰反
射粒子の含有比率は、マーカー組成物の全質量を基準として、好ましくは６０～８０質量
％、より好ましくは７０～８０質量％、更により好ましくは７５～８０質量％である。加
えて、再帰反射粒子の含有比率が上述した範囲内にある場合、マーカー組成物はより容易
に拭い去ることができ、またマーカー組成物は、より広い温度範囲にわたって使用するこ
とができる。
【００４７】
　分散媒に関して特定の限定はなく、分散媒は任意の水溶性分散媒であってもよい。分散
媒は、室温（２５℃）でろう状又はペースト状であってもよい。本明細書で、「ろう状」
という用語は、室温で固体状又はろう状であることを意味する。更に、「ペースト状」と
いう用語は、特定の外力（即ち、降伏応力）が適用されない限り、室温で流動が起こらな
い状態（即ち、ビンガム流体状態）にある分散媒を意味する。
【００４８】
　分散媒の流動点は、好ましくは０～６０℃、更に好ましくは１０～５５℃、最も好まし
くは２０～４０℃である。流動点を前述の範囲内に設定することにより、マーカー組成物
の粘度、接着能力及び適用特性を改善することが可能である。本明細書で、「流動点」と
いう用語は、ＪＩＳ　Ｋ　２２６９に基づいて測定された流動点を意味する。
【００４９】
　再帰反射粒子と分散媒との重量に基づく比は、９０：１０～５０：５０、又は８５：１
５～５５：４５、又は８０：２０～６０：４０に設定されてもよい。
【００５０】
　分散媒は、非イオン性界面活性剤を含むことが好ましい。この手段により、マーカー組
成物は、湿潤布等を使用して、より容易に拭い去ることができる。非イオン性界面活性剤
がゲル状又はペースト状である限り、非イオン性界面活性剤に関して特定の限定はない。
例えば、ポリエチレングリコール型非イオン性界面活性剤及び多価アルコール型非イオン
性界面活性剤を、このタイプの非イオン性界面活性剤として使用してもよい。更に、分散
媒が柔軟化剤を含まない場合、非イオン性界面活性剤の流動点は、好ましくは０～６０℃
、更に好ましくは１０～５５℃、最も好ましくは２０～４０℃である。
【００５１】
　更に、分散媒は、非イオン性界面活性剤及び柔軟化剤を含んでもよい。そのような組成
物を使用することによって、マーカー組成物の粘度、接着能力及び適用特性が改善され得
る。この場合、柔軟化剤のタイプ及び含有率を非イオン性界面活性剤のタイプ及び含有率
に従って適切に設定することによって、分散媒の流動点をより容易に調整することが可能
である。それ故、分散媒中に使用される非イオン性界面活性剤のタイプ及び含有率の選択
の自由度が増大する。例えば、６０℃を超える流動点を有する非イオン性界面活性剤に柔
軟化剤を添加することによって、全分散媒の流動点を、好ましくは０～６０℃、更に好ま
しくは１０～５５℃、最も好ましくは２０～４０℃の範囲内にすることが可能である。更
に、本態様では、好ましくは０～６０℃、更に好ましくは１０～５５℃、最も好ましくは
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２０～４０℃の流動点を有する非イオン性界面活性剤を使用してもよい。
【００５２】
　非イオン性界面活性剤は、ポリオキシエチレン、ポリオール、シロキサン、ポリオキシ
エチレンオレイルエーテル、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレン
イソセチルエーテル及びポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブロックコポリマー（
Ｐｌｕｒｏｎｉｃ、Ｔｗｅｅｎ、Ｐｏｌｏｘａｍｅｒ、及びＳｐａｎ等の商標で）により
例示される。そのような非イオン性界面活性剤は、１つのタイプ又は２つ以上のタイプの
組み合わせとして使用することができる。
【００５３】
　全分散媒中の非イオン性界面活性剤の含有率は、好ましくは３０～１００重量％、更に
好ましくは４５～１００重量％、最も好ましくは６０～１００重量％である。
【００５４】
　柔軟化剤が分散媒を柔軟化する限り、柔軟化剤に関して特定の限定はない。使用され得
る柔軟化剤は、４～６０℃で液体の水溶性物質により例示される。
【００５５】
　柔軟化剤は、グリセリン、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ソル
ビタンセスキオレエート、ソルビタンセスキイソステアレート、ソルビタンオレエート、
ソルビタンイソステアレート、パーム油脂肪酸ソルビタン、ポリソルベート８０、ラウリ
ルアルコール、オレイルアルコール、フェノールエトキシレート、ポリエチレングリコー
ルオレエート、ポリオキシアルキレンエーテルタロエート、カプリリルグリコール、ジグ
リセリンラウリルエステル、ジグリセリンオレイルエステル、ヘキサグリセリンカプロエ
ート、デカグリセリンラウリルエステル等により例示される。
【００５６】
　全分散媒中の柔軟化剤の含有率は、好ましくは３～５０重量％、更に好ましくは２０～
４０重量％、最も好ましくは２５～３５重量％である。
【００５７】
　本実施形態のマーカー組成物は、自然吸収水分を除いて、水を実質的に含まない状態で
使用されてもよい。自然吸収水分に起因する含水率は、好ましくは１０重量％以下、更に
好ましくは５重量％以下、最も好ましくは３重量％以下である。
【００５８】
　この実施形態のマーカー組成物は、本発明の本質を損なわない範囲内で、他の添加剤（
可塑剤、保湿剤、界面活性剤、保存剤等）を更に含有してもよい。
【００５９】
　本実施形態のマーカー組成物は、再帰反射粒子、水溶性分散媒、及び必要であれば柔軟
化剤等の添加剤を配合することにより得ることができる。これらの構成要素の配合の順序
に特定の限定はなく、例えば、全構成要素を器内に供給し、次いで配合してもよく、又は
代替的に、構成要素の一部を配合した後、混合物中に他の構成要素を添加し、配合しても
よい。好ましい調製方法は、最初に、分散媒中に含まれる構成要素を配合することにより
分散媒を得る工程と、次いで、分散媒中に再帰反射粒子を添加及び配合することによりマ
ーカー組成物を得る工程と、から構成される方法により例示される。これらの工程の各々
の処理条件は、適宜選択され得る。更に、柔軟化剤等の添加剤は、分散媒の調製時に添加
されてもよく、又は代替的に、これらの添加剤は、再帰反射粒子と共に分散媒に添加され
てもよく、若しくは再帰反射粒子を添加した後に、分散媒に添加されてもよい。
【００６０】
　［第３の実施形態：アプリケータ］
　マーカー組成物と、マーカー組成物を保持することが可能なアプリケータとを有する、
第３の実施形態のアプリケータを提供する。マーカー組成物は、この手段によって容易に
適用することができる。本明細書で、「保持」は、マーカー組成物をアプリケータ本体内
に収容又は保存することを含む。加えて、第１の実施形態又は第２の実施形態のマーカー
組成物を、この実施形態におけるマーカー組成物として使用することができる。
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【００６１】
　前述のアプリケータ本体は、多孔質であってもよい。この手段により、アプリケータ本
体によるマーカー組成物の保持能力が良好となり、マーカー組成物を適用する能力を更に
改善することが可能となる。
【００６２】
　前述のアプリケータ本体は、そのアプリケータ本体内に連続気泡を有してもよい。アプ
リケータ本体内のマーカー組成物は、この手段によって容易に移動させることができ、そ
れ故、マーカー組成物はアプリケータ本体によってより均一に保持された状態となる。そ
れ故、このアプリケータは、マーカー組成物をより均一に適用することが可能である。
【００６３】
　前述の連続気泡の気泡数は、好ましくは１５～１００／２５ｍｍ、更に好ましくは２５
～７０／２５ｍｍ、最も好ましくは３５～４５／２５ｍｍである。その結果、マーカー組
成物の移動能力（アプリケータ本体をマーカー組成物で充填する容易性、マーカー組成物
を適用する容易性等）と、アプリケータ本体内でのマーカー組成物の保持能力とは、良好
なバランスで改善され得る。それ故、この態様のアプリケータは、そのアプリケータが繰
り返し使用された場合であっても、マーカー組成物をより均一に適用することが可能であ
る。本明細書では、「気泡数」という用語は、２５ｍｍ当たりの気泡の数を示す。
【００６４】
　前述のアプリケータは、アプリケータ本体の少なくとも一部が露出されるように、前述
のアプリケータ本体を保持するための保持本体と、前述のアプリケータ本体の露出部分を
密閉封止するために、前述の保持本体に取り外し可能に取り付けられる蓋本体と、から更
に構成されてもよい。この手段によって、マーカー組成物の長期の保存が可能となる。
【００６５】
　図１は、本実施形態のアプリケータの別の例を示す斜視図である。アプリケータ３０は
、マーカー組成物を保持することが可能なアプリケータ本体３２と、アプリケータ本体３
２を保持するための保持本体３４と、アプリケータ本体３２を密閉封止するための蓋本体
３６（保持本体３４に取り外し可能に取り付けられる）と、保持本体３４と蓋本体３６と
の間の間隙を封止するための封止構成要素３８（保持本体３４上に装着される）とから構
成されている。アプリケータ本体３２は、多孔質材料から構成され、アプリケータ本体３
２内にマーカー組成物が保持されている。即ち、図１に示すアプリケータ３０において、
アプリケータ本体３２は、マーカー組成物のアプリケータ本体としての元の機能に加えて
、マーカー組成物を収容又は保存するための保持本体としての機能を提供する。
【００６６】
　多孔質物質（例えば、スポンジ）をアプリケータ本体３２として使用してもよい。アプ
リケータ本体３２は、アプリケータ本体３２の内部内に連続気泡を有することが好ましく
、そのような連続気泡の気泡数は、好ましくは３０～１００／２５ｍｍである。
【００６７】
　保持本体３４及び蓋本体３６の物質に関して特定の限定はなく、この物質は、金属、プ
ラスチック、ガラス等であってもよい。更に、保持本体３４及び蓋本体３６は、透明又は
有色であってもよい。
【００６８】
　例えば、封止構成要素３８としてＯリングを使用してもよい。封止構成要素３８の物質
に関して特定の限定はなく、この物質は、ゴム等であってもよい。更に、封止構成要素３
８は、透明又は有色であってもよい。
【００６９】
　雄ねじ部分３４ａは、保持本体３４の側部外壁面のアプリケータ本体３２側に配置され
、雌ねじ部分３６は、蓋本体３６の内側壁面の開口側の領域内に配置されている。この態
様によれば、アプリケータ本体３２の密閉封止と、保持本体３４への蓋本体３６の取り付
けとは、雄ねじ部分３４ａ及び雌ねじ部分３６ａを互いにねじ締めすることにより可能で
あり、マーカー組成物の保存安定性が増大され得る。更に、保持本体３４は、保持本体３
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４が図１のＡ軸線に沿って垂直面により切られた際、雄ねじ部分３４ａが配置されている
部分の断面積が、雄ねじ部分３４ａが配置されていない部分の断面積よりも小さくなるよ
うに成形されている。封止構成要素３８は環形状を有し、封止構成要素３８の内側の外側
壁面は、保持本体３４の雄ねじ部分３４ａが配置されている部分の外側壁面に適合するこ
とが可能である。封止構成要素３８は、保持本体３４の雄ねじ部分３４ａが配置されてい
る部分と、雄ねじ部分３４ａが配置されていない部分との間の接合部分に接触するように
、保持本体３４の雄ねじ部分３４ａが配置されている部分の側部外側壁面に適合させるこ
とにより装着される。蓋本体３６が保持本体３４上に装着される際、封止構成要素３８は
、蓋本体３６と前述の保持本体３４の接合部分との間に挟まれ、保持本体３４と蓋本体３
６との間の間隙が封止される。それ故、アプリケータ本体３２の密閉封止のための気密性
を増大させることが可能である。したがって、この態様によれば、マーカー組成物の劣化
、蒸発等を効果的に抑えることができ、マーカー組成物の保存安定性を更に増大させるこ
とが可能である。更に、アプリケータをこの状態で持ち運ぶことにより、マーカー組成物
を容易に輸送することができ、またアプリケータ本体３２からのマーカー組成物の漏洩を
防止し、マーカー組成物が皮膚、衣類等に接着することを防止することが可能である。
【００７０】
　更に、マーカー組成物の適用中、雄ねじ部分３４ａ及び雌ねじ部分３６ａのねじを緩め
て外すことにより、蓋本体３６が保持本体３４から分離した状態となり、アプリケータ本
体３２を開放することが可能である。
【００７１】
　更に、蓋本体を図１に示すアプリケータの保持本体に取り付けるための手段は、例えば
、保持本体の外側壁面及び蓋本体の内側壁面が各々、ほぼ同一の断面形状を有する（図１
のＡ軸線に沿って垂直方向に切断した断面で見た場合）形状等、保持本体と蓋本体とを互
いに連結することが可能な任意の形状を使用してもよい。更にまた、蓋本体の内側壁面に
適合することが可能な突出部分を保持本体の外側壁面内に配置する等して、蓋本体を保持
本体に引っ掛ける（latch）ことができる形状を形成してもよい。封止構成要素を使用し
て、保持本体と蓋本体（これらの取り付け手段のためでもある）との間の間隙を封止する
ことにより、アプリケータ本体の密閉封止のための空間の気密性を更に増大させることが
可能である。
【００７２】
　アプリケータ３０をマーカー組成物の適用に使用する際、例えば、保持本体３４の側部
を把持し、マーカー組成物が適用目標の表面に接着若しくは移動できるように、アプリケ
ータ本体３２の露出部分を適用目標の表面に押し付け、又は代替的に、アプリケータ３０
を適用目標と接触している間に回転させる。このタイプの適用は、アプリケータ３０をス
タンプ型アプリケータとして使用する。この方法によれば、適用目標の表面内に、アプリ
ケータ本体３２の表面と接触するアプリケータ目標の部分の形状に一致する単一の又は多
数の適用領域が形成され得る。
【００７３】
　更に、アプリケータ本体３２の露出部分は、適用目標の表面に押し付けられている間、
適用目標の表面に沿って移動されることによりマーカー組成物の適用を行うことができる
。この方法によれば、適用目標の面上に縞形状の適用領域を形成することが可能であり、
またマーカー組成物を使用して、適用目標の面上の特定の領域を完全に被覆することが可
能である。
【００７４】
　アプリケータ３０の形状及びサイズは、即時携帯性（ready portability）、適用中の
把持の容易性、保持本体３４に対する蓋本体３６の取り付けの容易性、保持本体３４から
の蓋本体３６の取り外しの容易性等を考慮して、適宜選択され得る。例えば、図１のＡ軸
線に沿ったアプリケータ３０の全長は、１０～５０ｍｍに設定されてもよく、図１のＡ軸
線における直交面に沿ってアプリケータ３０を切ることにより得られる断面の直径は、５
～３０ｍｍに設定されてもよい。
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【００７５】
　アプリケータ３０の製造方法は、例えば、マーカー組成物を使用してアプリケータ本体
３２を充填する工程と、マーカー組成物で充填されたアプリケータ本体３２を保持本体３
４に取り付ける工程と、蓋本体３６を保持本体３４に取り付ける工程と、から構成されて
いる。
【００７６】
　更に、マーカー組成物を使用してアプリケータ本体３２を充填する方法は、例えば、ポ
ンプに接続された充填ノズルを通して、マーカー組成物をアプリケータ本体３２に供給し
てもよい。この方法の処理条件（例えば、マーカー組成物の供給速度、マーカー組成物の
圧力、処理温度等）は、マーカー組成物の物理的特性（例えば、粘度、流体流動特性等）
、アプリケータ本体３２の物理的特性（例えば、サイズ及び連続気泡の気泡数等）等に従
って適宜選択されてもよい。充填中、必要であれば、加熱したマーカー組成物をアプリケ
ータ本体３２に供給してもよい。更に、アプリケータ本体３２を振動させながらマーカー
組成物をアプリケータ本体３２に供給する場合、アプリケータ本体３２をマーカー組成物
で容易に充填し、マーカー組成物をアプリケータ本体３２の内部にて広げることが可能で
ある。更に、マーカー組成物で充填されたアプリケータ本体３２の表面は、研磨処理を受
けてもよい。
【００７７】
　本実施形態のアプリケータは、前述の態様に限定されず、様々な修正が可能である。例
えば、図１に示すアプリケータにおいて、アプリケータ本体を密閉封止するための手段は
、保持本体と蓋本体とを互いに連結することが可能な形状を有してもよく、例えば、保持
本体の外側壁面と蓋本体の内側壁面が各々、図１のＡ軸線において垂直方向に切られた場
合、ほぼ同一の断面形状を有する、保持本体及び蓋本体に対する形状を有してもよい。更
に、アプリケータは、保持本体に対する蓋本体の取り外し可能な取り付けを可能にする、
ねじ型の締結具を有してもよい。更に、封止構成要素を使用して保持本体と蓋本体との間
の間隙を封止することにより、アプリケータ本体の密閉封止のための空間の気密性を増大
させることが可能である。更に、アプリケータの保存中の、マーカー組成物の保存安定性
が高く増大されることに起因して、アプリケータを高度に密閉封止された容器（例えば、
袋、覆い等）内に挿入することにより保存することが可能である。
【００７８】
　アプリケータのアプリケータ本体が内部にマーカー組成物を収容又は保存するための保
持物を有しない場合、マーカー組成物は、マーカー組成物を収容又は保存している器（リ
ザーバ）からアプリケータ本体に供給することにより適用されてもよい。しかしながら、
例えば、そのようなアプリケータを使用してマーカー組成物を病院内の複数の病室に適用
する場合、使用時にアプリケータ本体又はリザーバ内のマーカー組成物の汚染がなく、又
は汚染されたアプリケータを他の位置で使用することに起因する病原体の蔓延がないよう
十分に注意する必要がある。加えて、アプリケータが偶発的に床に落下した結果、リザー
バが損傷した場合、例えば、汚染されたマーカー組成物が散乱し、広い範囲にわたって病
原体を散布させる可能性があり、したがってアプリケータを取り扱う際には、十分な注意
が必要である。この問題のために、図１に示すアプリケータを使用する際、予め複数のア
プリケータを準備する必要があり、所定の病室内で使用されたアプリケータのアプリケー
タ本体は、使用後に蓋で密閉封止される必要があり、又は病室内で保存若しくは使用後に
廃棄される必要があり、それによって他の病室内でマーカー組成物を適用するために他の
アプリケータを使用する。このことは、汚染されたアプリケータに起因する、病原体の蔓
延を防止する利点をもたらす。更に、図４に示すアプリケータにおいて、マーカー組成物
はアプリケータ本体内に保持されている。したがって、アプリケータが偶発的に床等に落
下した場合でも、マーカー組成物が散乱する可能性は低く、このことは病原体の蔓延を防
止する視点から有用である。
【００７９】
　［第４の実施形態：アプリケータセット］
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　第４の実施形態のアプリケータセットは、複数のアプリケータを含み、各アプリケータ
は、マーカー組成物と、マーカー組成物を保持することが可能なアプリケータ本体とを含
む。アプリケータの各々は、アプリケータ本体を保持するための保持本体を有する。保持
本体は、アプリケータ本体の少なくとも一部が露出されるようにアプリケータ本体を保持
する保持部分と、他のアプリケータの保持部分に取り外し可能に取り付けられ、他のアプ
リケータ本体の露出部分を密閉封止することが可能な蓋部分とを含む。第１の実施形態又
は第２の実施形態のマーカー組成物を、この実施形態におけるマーカー組成物として使用
することができる。
【００８０】
　前述の多数のアプリケータの中の１つのアプリケータは、他のアプリケータから区別さ
れることが可能であってもよい。この場合、アプリケータセットにより提供される全アプ
リケータが使用されたか否かを容易に判定することができる（即ち、アプリケータセット
使用の終了の時の判定）。更に、多数のアプリケータの各々は、他のアプリケータから区
別されることが可能であってもよい。この場合、異なる場所、用法等に従って、多数のア
プリケータのうちの異なるアプリケータを使用することが容易になる。アプリケータ間を
区別するための手段に関して特定の限定はないが、そのような手段は、他のアプリケータ
とは異なるようにアプリケータの少なくとも一部上に色、材料、形状（例えば、凹所）等
を使用すること、及びアプリケータにマーカーを適用することにより例示される。
【００８１】
　図２は、本実施形態のアプリケータセットの例を示す斜視図である。更に、図３は、図
２に示したアプリケータセットの分解図である。アプリケータセット１００は、アプリケ
ータ４０、５０、６０、７０、及び８０と、蓋本体９０とから構成されている。以後、ア
プリケータ４０及び５０と蓋本体９０とを例として使用して、隣接する要素の関係を詳細
に説明するが、アプリケータ４０、５０、６０、７０、及び８０の構成及び形状（上述し
たような区別可能な手段が適用された場合、他の手段の構成及び形状）は、互いに同一で
あってもよい。
【００８２】
　アプリケータ４０は、アプリケータ本体４２と、アプリケータ本体４２を保持するため
の保持本体４４と、保持本体４４と蓋本体９０との間の間隙を封止するための、保持本体
４４に取り付けられた封止構成要素４５と、から構成されている。アプリケータ本体４２
に近い側に保持部分４６、アプリケータ本体４２から遠い側に蓋部分４８が、保持本体４
４内に配置されている。保持部分４６は、保持本体４４が図３のＢ軸線における垂直面に
沿って特定の位置で切られた際、アプリケータ本体４２から離間した先端部分における断
面積が、アプリケータ本体４２に近い先端部分の断面積よりも大きくなるような形状を有
し、また保持部分４６は、蓋本体９０の開放部分に適合し、かつその開放部分を十分に密
閉封止する形状を有する。封止構成要素４５は環形状を有し、封止構成要素４５の内部の
外壁面は、保持部分４６の側部外壁面に適合することができる。封止構成要素４５は、保
持部分４６と蓋部分４８との間の接合部分に接触できるように作製され、保持部分４６の
側部外壁面と共に互いに適合させることにより取り付けられる。蓋本体９０が保持部分４
６上に適合された際、封止構成要素４５は、蓋本体９０と前述の保持本体４４の接合部分
表面との間に挟まれ、保持本体４４と蓋本体９０との間の間隙が封止されることにより、
アプリケータ本体４２を密閉封止するための空間の気密性を増大させることが可能である
。更に、蓋部分４８の開放部分は、隣接するアプリケータ５０及びその保持部分５６に良
好に適合し、かつそれらを密閉封止することが可能な形状を有する。蓋部分４８が保持部
分５６と互いに適合された際、アプリケータ５０の封止構成要素５５が保持本体５４と蓋
部分５８との間の間隙を封止するため、アプリケータ本体５２の密閉封止のための空間の
気密性が増大し得る。この手段により、アプリケータ４０と蓋本体９０とは、良好な密閉
封止を有して取り外し可能に取り付けられる様式で接続されてもよく、アプリケータ４０
とアプリケータ５０とは、良好な密閉封止を有して取り外し可能に取り付けられる様式で
接続されてもよく、マーカー組成物の保存安定性を増大させることが可能である。更に、
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アプリケータをこの状態で持ち運ぶことにより、マーカー組成物を容易に輸送することが
でき、アプリケータ本体４２及び５２からのマーカー組成物の漏洩を防止することが可能
であり、またマーカー組成物が皮膚、衣類等に接着することを防止することが可能である
。
【００８３】
　更に、マーカー組成物の適用中にアプリケータ４０を蓋本体９０から分離することによ
り、アプリケータ本体４２を開放することが可能であり、アプリケータ本体４２内に保持
されているマーカー組成物を適用することが可能である。
【００８４】
　例えば、アプリケータ４０、５０、６０、７０、及び８０が互いに連結された状態のア
プリケータセット１００の側部を把持し、アプリケータ４０のアプリケータ本体４２の露
出部分を先端位置において適用目標の表面に単に押し付けることにより、マーカー組成物
を適用目標の表面に接着又は移動することが可能である。この適用方法は、アプリケータ
セット１００をスタンプ型アプリケータとして使用し、この方法によれば、適用目標の表
面に接触するアプリケータ本体４２の部分の形状に一致する１つ又は多数の適用領域を形
成することが可能である。
【００８５】
　更に、マーカー組成物は、露出部分が適用目標に押し付けられている状態で、アプリケ
ータ本体４２の露出部分を適用目標の表面に沿って移動することにより適用され得る。こ
の方法によれば、適用目標の面上に縞形状の適用領域を形成することが可能であり、また
マーカー組成物を使用して、適用目標の面上の特定の領域を完全に被覆することが可能で
ある。
【００８６】
　更に、マーカー組成物の適用後、使用済みアプリケータ４０を隣接するアプリケータ５
０から分離してもよく、使用済みアプリケータ４０をアプリケータセット１００の他方の
先端に位置するアプリケータ８０に連結して、アプリケータ５０においてアプリケータ本
体５２を開放してもよい。次いで、アプリケータ本体５２の露出部分を適用目標の表面に
押し付けることにより、アプリケータ本体５２により保持されているマーカー組成物を適
用することが可能である。この方法は、アプリケータセット１００をマルチスタンプ型（
multi-stamp type）アプリケータとして使用する。例えば、病院の病棟内での使用中、ア
プリケータ４０のアプリケータ本体４２に病原体が接着した場合であっても、アプリケー
タ本体４２は、アプリケータ８０の蓋部分８８で密閉封止されているため、病原体が他の
病棟に蔓延することを防止することが可能である。加えて、汚染されたアプリケータに起
因する病原体の蔓延は、所定の病室内で使用されたアプリケータ４０を使用後に室内に保
存又は廃棄し、アプリケータ４０が分離されたアプリケータセット１００を使用して他の
病室内でマーカー組成物を適用することによっても防止され得る。
【００８７】
　アプリケータセット１００の形状及びサイズは、輸送の容易性、適用中の把持の容易性
、アプリケータ４０、５０、６０、７０、及び８０並びに蓋本体９０の取り付け－取り外
しの容易性等の要因を考慮して適宜選択されてもよい。例えば、図３のＢ軸線を含む垂直
面に沿ってアプリケータセット１００を切断することにより得られる断面の直径は、５～
２０ｍｍに設定されてもよく、図３のＢ軸線に沿ったアプリケータセットの全長は、１０
～５０ｍｍに設定されてもよい。
【００８８】
　更に、保持本体４４、５４、６４、７４、８４、及び蓋本体９０の材料に関して特定の
限定はなく、この材料は金属、プラスチック、ガラス等であってもよい。更に、保持本体
４４、５４、６４、７４、８４、及び蓋本体９０は、透明又は有色であってもよい。
【００８９】
　例えば、封止構成要素４５、５５、６５、７５、及び８５としてＯリングを使用しても
よい。封止構成要素４５、５５、６５、７５、及び８５の物質に関して特定の限定はなく
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、この物質は、透明又は有色であってもよい。
【００９０】
　アプリケータセット１００の製造方法は、マーカー組成物を使用してアプリケータ本体
４２、５２、６２、７２、及び８２の各々を充填する工程と、マーカー組成物で充填され
たアプリケータ本体４２、５２、６２、７２、及び８２を、それぞれ、保持本体４４、５
４、６４、７４、及び８４に取り付けて、それぞれ、アプリケータ４０、５０、６０、７
０、及び８０を得る工程と、アプリケータ４０、５０、６０、７０、及び８０、並びに蓋
本体９０を互いに連結する工程と、から構成される方法により例示される。
【００９１】
　更に、マーカー組成物を使用してアプリケータ本体４２、５２、６２、７２、及び８２
を充填する方法は、ポンプに接続された充填ノズルを通して、マーカー組成物をアプリケ
ータ本体４２、５２、６２、７２、及び８２に供給する方法により例示される。この方法
の処理条件（例えば、マーカー組成物の供給速度、マーカー組成物の圧力、処理温度等）
は、マーカー組成物の物理的特性（例えば、粘度、流体流動特性等）、アプリケータ本体
３２の物理的特性（例えば、サイズ及び連続気泡の気泡数等）等に従って適宜選択されて
もよい。充填中、必要であれば、加熱したマーカー組成物をアプリケータ本体４２、５２
、６２、７２、及び８２に供給してもよい。更に、アプリケータ本体４２、５２、６２、
７２、及び８２を振動させながらマーカー組成物をアプリケータ本体４２、５２、６２、
７２、及び８２に供給する場合、アプリケータ本体４２、５２、６２、７２、及び８２を
マーカー組成物で容易に充填し、マーカー組成物をアプリケータ本体４２、５２、６２、
７２、及び８２の内部にて広げることが可能である。更に、マーカー組成物で充填された
アプリケータ本体４２、５２、６２、７２、及び８２の表面は、研磨処理を受けてもよい
。
【００９２】
　本実施形態のアプリケータセットは、前述の態様に限定されず、様々なタイプの変形が
可能である。例えば、別個のアプリケータ間の接続の手段と、アプリケータと蓋本体との
間の接続の手段とは、第３の実施形態のアプリケータと同一の様式で、雄ねじ部分をアプ
リケータの保持部分に配置し、雌ねじ部分をアプリケータの蓋本体及び蓋部分に配置して
もよく、これらのねじ付き部材を互いにねじ締めすることにより取り付けを行ってもよい
。更に、蓋部分は、例えば、保持部分の外壁面に、蓋部分の内側壁面に引っ掛けることが
できる突起部分を提供することによって、保持部分に引っ掛けることが可能であるように
成形されてもよい。そのような連結手段により、封止構成要素を使用して保持本体と蓋本
体との間の間隙を封止し、アプリケータ本体の密閉封止のための空間の気密性を増大させ
ることが可能である。更に、アプリケータ及び蓋本体は各々、アプリケータ及び蓋本体の
、相互の取り外し可能な取り付けを可能にする締結具を有してもよい。更に、アプリケー
タセットは、アプリケータセットの保存中のマーカー組成物の保存安定性を更に増大させ
るために、高度に密閉封止された容器（例えば、袋、覆い等）内に挿入及び保存されても
よい。
【００９３】
　加えて、アプリケータセットのアプリケータの数に関して特定の限定はなく、単一のア
プリケータセットは、１～２０個のアプリケータを有してもよい。
【００９４】
　［第５の実施形態：アプリケータセット］
　マーカー組成物と、マーカー組成物を保持することが可能なアプリケータ本体を有する
複数のアプリケータとを有する、第５の実施形態のアプリケータセットを提供する。各ア
プリケータには、アプリケータ本体の少なくとも一部が露出されるように、アプリケータ
本体を保持するための保持本体と、アプリケータ本体の露出部分を密閉封止するために、
保持本体に取り外し可能に取り付けられる蓋本体とが更に具備されている。加えて、上述
したアプリケータセットには、複数のアプリケータを一体的に固定するための固定部材が
更に具備されている。第１の実施形態又は第２の実施形態のマーカー組成物を、この実施
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形態におけるマーカー組成物として使用することができる。
【００９５】
　前述の多数のアプリケータの中の１つのアプリケータは、他のアプリケータから区別さ
れることが可能であってもよい。この場合、アプリケータセットにより提供される全アプ
リケータが使用されたか否かを容易に判定することができる（即ち、アプリケータセット
使用の終了の時の判定）。更に、多数のアプリケータの各々は、他のアプリケータから区
別されることが可能であってもよい。この場合、異なる場所、用法等に従って、多数のア
プリケータのうちの異なるアプリケータを使用することが容易になる。本明細書で、アプ
リケータ間を区別するための手段に関して特定の限定はないが、そのような手段は、他の
アプリケータとは異なるようにアプリケータの少なくとも一部上に色、材料、形状（例え
ば、凹所）等を使用すること、アプリケータにマーカーを適用すること、及び固定部材に
マーカーを適用することにより例示される。
【００９６】
　図４は、本実施形態のアプリケータセットの例を示す斜視図である。アプリケータセッ
ト２００には、アプリケータ１１０、１２０、１３０、１４０、１５０及び１６０並びに
固定部材１７０が具備されている。以後、アプリケータ１１０と固定部材１７０との関係
を例として説明するが、アプリケータ１２０、１３０、１４０、１５０及び１６０と固定
部材１７０との関係も、アプリケータ１１０と固定部材１７０との関係と同一である。加
えて、アプリケータ１１０、１２０、１３０、１４０、１５０及び１６０の構成及び形状
（上述したようなアプリケータ間を区別できる手段が適用されている場合、これらはこの
手段を除く部分の構成及び形状である）は、互いに同一であり得る。例えば、それぞれの
アプリケータ１１０、１２０、１３０、１４０、１５０及び１６０は、図１に示したアプ
リケータと同一の構成及び形状を有してもよい。
【００９７】
　アプリケータ１１０は、マーカー組成物を保持することが可能なアプリケータ本体１１
２と、アプリケータ本体１１２を保持するための保持本体１１４と、アプリケータ本体１
１２を密閉封止するための蓋本体１１６（保持本体１１４に取り外し可能に取り付けられ
る）と、保持本体１１４と蓋本体１１６との間の間隙を封止するための封止構成要素３８
（保持本体１１４上に装着される）とから構成されている。固定部材１７０は、ほぼ矩形
の平行六面体形状を有し、長手方向に向かって所定の間隔にて複数の貫通孔が提供されて
いる。貫通孔は、固定部材１７０の一方の側面の幅方向中央部分から、反対側の側面の幅
方向中央部分に向かって貫通する。それぞれの貫通孔は、互いに平行して固定部材１７０
を貫通する。貫通孔は、蓋本体１１６の外側周囲面と係合してもよい。アプリケータ１１
０は、蓋本体１１６が貫通孔の１つと係合する結果として、固定部材１７０に取り外し可
能に取り付けられる。
【００９８】
　固定部材１７０の材料は特に限定されず、金属、プラスチック、ガラス等であってもよ
い。加えて、固定部材１７０は、透明又は有色であってもよい。
【００９９】
　固定部材１７０の形状及びサイズは、輸送の容易性、固定部材１７０に対するアプリケ
ータ１１０及び１２０の固定の容易性、固定部材１７０に対するアプリケータ１１０、１
２０、１３０、１４０、１５０及び１６０の取り付け、並びに固定部材１７０からのアプ
リケータ１１０、１２０、１３０、１４０、１５０及び１６０の取り外しの容易性等の要
因を考慮して適宜選択され得る。例えば、図４の固定部材１７０の長手方向に沿った固定
部材１７０の全長は、５０～３００ｍｍに設定されてもよい。
【０１００】
　そのようなアプリケータセット２００を用いて、アプリケータ１１０、１２０、１３０
、１４０、１５０及び１６０を固定部材１７０に一体的に固定することが可能である。加
えて、アプリケータセット２００を持ち歩くことにより、複数のアプリケータの輸送が容
易になる。
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【０１０１】
　例えば、マーカー組成物の適用時、蓋本体１１６をアプリケータ１１０から分離するこ
とにより、アプリケータ１１０をアプリケータセット２００から分離し、またアプリケー
タ本体１１２を開放することが可能である。次いで、蓋本体１１６から分離されたアプリ
ケータ１１０を把持し、アプリケータ本体１１２の露出部分を適用目標の表面に押し付け
ることにより、アプリケータ本体１１２により保持されているマーカー組成物を適用する
ことが可能である。蓋本体１１６と固定部材１７０とが取り外し可能に取り付けられてい
る際、蓋本体１１６が装着されている状態でアプリケータ１１０を固定部材１７０から分
離した後、蓋本体１１６は、マーカー組成物を適用するためにアプリケータ１１０から分
離されてもよい。
【０１０２】
　マーカー組成物の適用後、使用したアプリケータ１１０のアプリケータ本体１１２は、
蓋本体１１６によって密閉封止される。次に、例えば、蓋本体１２６をアプリケータ１２
０から分離することにより、アプリケータ１２０をアプリケータセット２００から分離し
、アプリケータ本体１２２を開放することが可能である。次いで、蓋本体１２６から分離
されたアプリケータ１２０を把持し、アプリケータ本体１２２の露出部分を適用目標の表
面に押し付けることにより、アプリケータ本体１２２により保持されているマーカー組成
物を適用することが可能である。例えば、病院の病室内での使用中、アプリケータ１１０
のアプリケータ本体１１２に病原体が付着した場合であっても、アプリケータ本体１１２
は蓋部分１１６で密閉封止されているため、病原体が他の病棟に蔓延するのを防止するこ
とが可能である。加えて、汚染されたアプリケータに起因する病原体の蔓延は、所定の病
室内で使用されたアプリケータ１１０を使用後に室内に保存又は廃棄し、アプリケータ１
１０が分離されたアプリケータセット２００を使用して他の病室内でマーカー組成物を適
用することによっても防止され得る。
【０１０３】
　アプリケータセット２００の製造方法の例は、アプリケータ本体１１２、１２２、１３
２、１４２、１５２及び１６２をマーカー組成物で充填する工程と、マーカー組成物で充
填されたそれぞれのアプリケータ本体１１２、１２２、１３２、１４２、１５２及び１６
２を、保持本体１１４、１２４、１３４、１４４、１５４及び１６４に装着して、アプリ
ケータ１１０、１２０、１３０、１４０、１５０及び１６０を得る工程と、アプリケータ
１１０、１２０、１３０、１４０、１５０及び１６０を固定部材１７０に固定する工程と
、を含む方法である。
【０１０４】
　本実施形態のアプリケータセットは前述の態様に限定されず、様々なタイプの変形が可
能である。例えば、別個のアプリケータ間の接続の手段と、アプリケータと蓋本体との間
の接続の手段とは、第３の実施形態のアプリケータと同一の様式で、雄ねじ部分をアプリ
ケータの保持部分に配置し、雌ねじ部分をアプリケータの蓋本体及び蓋部分に配置しても
よく、これらのねじ付き部材を互いにねじ締めすることにより取り付けを行ってもよい。
更に、蓋部分は、例えば、保持部分の外壁面に、蓋部分の内側壁面に引っ掛けることがで
きる突起部分を提供することによって、保持部分に引っ掛けることが可能であるように成
形されてもよい。そのような連結手段により、封止構成要素を使用して保持本体と蓋本体
との間の間隙を封止し、アプリケータ本体の密閉封止のための空間の気密性を増大させる
ことが可能である。更に、アプリケータ及び蓋本体は各々、アプリケータ及び蓋本体の、
相互の取り外し可能な取り付けを可能にする締結具を有してもよい。更に、アプリケータ
セットは、アプリケータセットの保存中のマーカー組成物の保存安定性を更に増大させる
ために、高度に密閉封止された容器（例えば、袋、覆い等）内に挿入及び保存されてもよ
い。
【０１０５】
　加えて、固定部材は、複数のアプリケータを一体的に固定する限り特に限定されない。
例えば、アプリケータを互いに取り外し可能に接着する接着剤を、固定部材として使用し
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てもよい。
【０１０６】
　加えて、アプリケータセットのアプリケータの数に関して特定の限定はなく、単一のア
プリケータセットは、１～２０個のアプリケータを有してもよい。
【０１０７】
　［第６の実施形態：洗浄度の判定方法］
　第６の実施形態の洗浄度の判定方法は、洗浄前の洗浄されるべき表面にマーカー組成物
を適用する工程と、洗浄後の洗浄されるべき表面上に光を放射し、再帰反射粒子から反射
された光を感知する工程と、反射光の感知結果に基づいて、洗浄されるべき表面の洗浄度
を判定する工程と、を含む。第１の実施形態又は第２の実施形態のマーカー組成物を、こ
の実施形態におけるマーカー組成物として使用することができる。加えて、マーカー組成
物の適用方法は特に限定されず、例えば、第３の実施形態のアプリケータ、第４の実施形
態のアプリケータセット、又は第５の実施形態のアプリケータセットを使用することが可
能である。
【０１０８】
　本実施形態の洗浄度判定方法の一態様では、最初に、洗浄作業者が気付かない様式で、
洗浄前に、洗浄されるべき物体（例えば、テーブル、いす等）又は床、壁、天井等にマー
カー組成物を適用する。更に、マーカー組成物の適用領域が、洗浄作業者により知られる
べきでない場合、マーカー組成物に透明組成物を使用してもよい。
【０１０９】
　その後、洗浄作業者は、洗浄を行う。マーカー組成物は、水、水－アルコールの混合溶
液等を含む洗浄道具（例えば、布、モップ等）を使用して拭うことによって、適用領域か
ら容易に除去されることができる。更に、マーカー組成物の適用及び除去中、マーカー組
成物は、自然照明又は室内照明としての光により照明される。しかしながら、洗浄物品を
手に持ち、洗浄領域を洗浄する人物の視線は、通常、光の入射及び反射の方向とは異なる
ため、洗浄物品を手に持ち、洗浄領域を洗浄する人物は、通常、再帰反射粒子からの反射
光を視覚的に感知することが不可能である。
【０１１０】
　その後、洗浄後の洗浄されるべき表面上に光を照射し、再帰反射粒子から反射された光
を感知し、次いで反射光の感知結果に基づいて、洗浄されるべき表面の洗浄度を判定する
。照明光が再帰反射粒子の再帰反射性を示す限り、照明光に関して特定の限定はない。更
に、光が可視光の場合、反射光を視覚的に感知することが可能である。代替的に、通常の
カメラ、カメラ搭載携帯電話、カメラ搭載多機能型携帯電話等の撮像のための光の放射（
フラッシュ照明）を使用して、照明及び撮像を行ってもよく、次いで、得られた画像にお
ける反射光の存在又は不在に基づいて、マーカー組成物の存在又は不在を判定することが
可能である。
【０１１１】
　［第７の実施形態：洗浄度を判定するためのシステム］
　洗浄度を判定するための第７の実施形態のシステムは、マーカー組成物の適用と、その
後の洗浄後の洗浄されるべき表面（surface to cleaned）上への光の放射の後に、洗浄後
の洗浄されるべき表面の状態を示す画像データに基づいて、再帰反射粒子からの反射光を
感知するための感知手段と、感知手段によって得られた反射光の感知結果に基づいて、洗
浄されるべき表面の洗浄度を判定するための判定手段と、を含む。
【０１１２】
　画像データが、感知手段によって、マーカー組成物手段中に含まれる再帰反射粒子から
反射された光の存在又は不在の判定に使用することが可能な限り、本実施形態の画像デー
タに関して特定の限定はない。例えば、第７の実施形態におけるものと同一の様式で、通
常のカメラ、カメラ搭載携帯電話、カメラ搭載多機能型携帯電話等の撮像のための光照明
（フラッシュ照明）を使用してもよい。
【０１１３】
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　感知手段が、得られた画像データに基づいて、マーカー組成物中に含まれる再帰反射粒
子から反射された光を感知することが可能な限り、感知手段に関して特定の限定はない。
例えば、画像データ内の反射光の存在又は不在を区別することができる画像解析装置を使
用することが可能である。更に、反射光の感知の間、必要であれば画像データ内の反射光
の領域（明領域）と他の領域（暗領域）との間のコントラストを増大させる等、画像処理
を行うことが可能である。反射光が存在する領域の表面積及び／又は形状の解析等の処理
も行うことができる。そのような解析を行うことにより、洗浄されるべき表面の洗浄度を
より高い正確性で判定することが可能である。
【０１１４】
　判定手段が、感知手段によって得られた反射光の感知結果に基づいて、洗浄されるべき
表面の洗浄度を判定することが可能である限り、判定手段に関して特定の限定はない。例
えば、感知手段が反射光の感知の結果に関するデータ信号を送信する機能を有する場合、
データ信号を受信する能力を有し、かつ情報信号に基づいて「反射光が存在する」又は「
反射光が不在である」を判定する機能を有するデータ処理装置を使用することが可能であ
る。
【０１１５】
　更に、情報を交換する手段（例えば、イントラネット、インターネット等）を使用する
ことにより、多数の位置で得られた画像データ、又は、反射光の感知の結果に基づいた、
洗浄度の判定の結果に関するデータの均一な管理が可能である。この手段により、洗浄に
供される領域が広い範囲にわたって拡張する場合であっても、洗浄が十分に行われたか否
かの効率的かつ正確な判定を行うことができる。
【０１１６】
　感知機能及び判定機能の両方を有する多機能型装置を、感知手段及び判定手段に使用す
ることができる。このタイプの多機能型装置として、例えばカメラ搭載多機能型携帯電話
を使用することができる。この場合、最初に、前述の感知手段及び判定手段の機能を実行
するためのソフトウェア（即ち、アプリケーション）を、携帯電話内のコンピュータ（Ｃ
ＰＵ等）にインストールする。その後、前述のソフトウェアによって画像データを処理す
ることにより、再帰反射粒子から反射された光を感知し、洗浄されるべき表面の洗浄度の
判定を行うことが可能である。感知手段の機能を実現するソフトウェアと、判定手段の機
能を実現するソフトウェアは、別個のソフトウェアアプリケーションであってもよく、又
は単一の統合ソフトウェアアプリケーションであってもよい。
【０１１７】
　更に、データ交換用の手段を使用してもよく、アクセス可能なサーバコンピュータ（即
ち、いわゆるクラウドシステム）を多機能型装置として使用してもよい。この場合、最初
に、感知手段及び判定手段の機能を実現するためのソフトウェアをサーバコンピュータに
インストールする。その後、データ交換手段を使用して、サーバコンピュータに画像デー
タを送信する。その後、サーバコンピュータは前述のソフトウェアを使用して画像データ
の処理を行い、次いで処理結果がサーバコンピュータから受信され、それにより、洗浄場
所に感知手段及び判定手段が存在しない場合であっても、洗浄場所において、再帰反射粒
子から反射された光の感知と、洗浄されるべき表面の洗浄度の判定とを容易に行うことが
可能である。
【実施例】
【０１１８】
　実施例に基づいて本発明をより具体的に説明するが、本発明は、下記の実施例によって
如何様にも限定されない。
【０１１９】
　［製造実施例１及び２］
　＜分散媒と湿潤剤との混合物の調製＞
　製造実施例１及び２において、下記に示すそれぞれの水溶性ポリマー、水、アルコール
及び湿潤剤を使用して、表１に示す組成を有する分散媒と湿潤剤との混合物を調製した。
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更に、表１の各材料の配合した割合の単位は、重量部である。
【０１２０】
　水溶性ポリマー：
　Ｘ－ＰＶＰ（Ａｌｄｒｉｃｈ製、γ放射によるポリビニルピロリドンの架橋により得ら
れた水溶性ポリマー）
　Ｋ９０－ＰＶＰ（Ｗａｋｏ　Ｐｕｒｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，Ｌ
ｔｄ．製、非架橋ポリビニルピロリドン）
　水：脱イオン水
　アルコール：ＩＰＡ（イソプロピルアルコール）
　湿潤剤：グリセリン
【０１２１】
　製造実施例１及び２における分散媒と湿潤剤との混合物の調製方法は、以下の通りであ
った。
【０１２２】
　最初に、４～６℃の温度で、脱イオン水及びグリセリンを、可燃性溶媒の配合に使用さ
れる密閉封止された器内に配置し、水溶性ポリマーを添加し、混合を継続した。その後、
混合物の温度を２５℃に上昇させ、次いでこの混合物にＩＰＡを添加し、この混合物を配
合して分散媒と湿潤剤との混合物を得た。
【０１２３】
　＜分散媒及び湿潤剤の粘度の測定＞
　製造実施例１及び２の分散媒と湿潤剤との混合物の２５℃における粘度（ｃｐｓ）を、
ＪＩＳ　Ｚ　８８０３に基づいて測定した。測定結果を表１に示す。
【０１２４】
【表１】

【０１２５】
　［実施例１～４］
　＜マーカー組成物の調製＞
　実施例１～４では、それぞれ表２に示す組成を有するマーカー組成物を、再帰反射粒子
、水溶性ポリマー、水、アルコール及び湿潤剤を使用して調製した。更に、表２の各材料
の配合した割合の各々の単位は、重量部である。更に、表２に示す材料の詳細を、以下に
記載する。
【０１２６】
　再帰反射粒子：
　ＵＢ－２４Ｍ（Ｕｎｉｔｉｋａ　Ｌｔｄ．製、粒径４５～６３μｍ及び屈折率１．９を
有するガラス粒子）
　ＵＢ－３５Ｍ（Ｕｎｉｔｉｋａ　Ｌｔｄ．製、粒径５３～７５μｍ及び屈折率１．９を
有するガラス粒子）
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【０１２７】
　水溶性ポリマー：
　Ｘ－ＰＶＰ（Ａｌｄｒｉｃｈ製、γ放射によるポリビニルピロリドンの架橋により得ら
れた水溶性ポリマー）
　Ｋ９０－ＰＶＰ（Ｗａｋｏ　Ｐｕｒｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，Ｌ
ｔｄ．製、非架橋ポリビニルピロリドン）
　Ｋ３０－ＰＶＰ（Ｗａｋｏ　Ｐｕｒｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，Ｌ
ｔｄ．製、非架橋ポリビニルピロリドン）
　水：脱イオン水
　アルコール：ＩＰＡ（イソプロピルアルコール）
　湿潤剤：グリセリン
【０１２８】
　実施例１～４のマーカー組成物の調製方法を、以下に記載する。
【０１２９】
　最初に、４～６℃の温度で、脱イオン水及びグリセリンを、可燃性溶媒の配合に使用さ
れる密閉封止された器内に配置し、この混合物を混合した。次いで、水溶性水を添加し、
混合した。その後、混合物の温度を２５℃に上昇させ、次いでこの混合物にＩＰＡを添加
し、この混合物を配合した。次いで、再帰反射粒子を更に添加し、この混合物を配合して
マーカー組成物を得た。
【０１３０】
　＜アプリケータの調製、及びマーカー組成物の特性の評価＞
　実施例１～４のマーカー組成物の各々を使用して、それぞれのアプリケータを製造した
。アプリケータ製造手順を以下に記載する。
【０１３１】
　最初に、ポリウレタンスポンジ（ＩＮＯＡＣ　Ｃｏｒｐ．製、商標：ＣＦＨ－４０、連
続気泡数：４０／２５ｍｍ）をアプリケータ本体として調製した。次に、マーカー組成物
を７０℃で撹拌する一方、そのマーカー組成物を蠕動ポンプに接続したポンプからスポン
ジに供給し、マーカー組成物をスポンジ中に浸み込ませた。ポリウレタンスポンジ当たり
のマーカー組成物の量を０．５～０．６ｇに設定した。この時点で、マーカー組成物によ
るスポンジの充填の容易性と、マーカー組成物の保持能力とを評価した。評価基準を以下
に記載する。
【０１３２】
　（スポンジの充填の容易性）
　Ａ：スポンジは、充填が非常に容易である。
　Ｂ：スポンジは、充填が容易である。
　Ｃ：スポンジは、充填が幾分困難である。
【０１３３】
　（スポンジの保持能力）
　スポンジがマーカー組成物で充填された際、マーカー組成物がスポンジ中に良好に保持
されているか否かを、以下の基準に基づいて評価した。
　Ａ：マーカー組成物は非常に良好に保持されている。
　Ｂ：マーカー組成物は良好に保持されている。
　Ｃ：マーカー組成物は、保持することが幾分困難である。
【０１３４】
　その後、スポンジを保持本体上に装着し、蓋本体及び封止構成要素（Ｏリング）を保持
本体上に装着して、図１に示すスタンプ型アプリケータを得た。
【０１３５】
　その後、蓋本体をアプリケータから除去してスポンジを出し、スポンジの露出部分を紙
に押し付けることにより、マーカー組成物を適用した。次いで、マーカー組成物が適用さ
れた紙を視覚的に観察し、マーカー組成物の適用能力（付着の容易性と、適用されたマー
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い際の状態を撮像し、また撮像光により照明されている際の状態を撮像し、得られた画像
に基づいて視認性（光により照明されていない際のマーカー組成物の視認性）及び反射率
（光により照明されている際のマーカー組成物を見ることの容易性）を評価することによ
り、マーカー組成物の適用後の紙を評価した。
【０１３６】
　各特性に関する評価基準は、以下の通りであった。
【０１３７】
　（適用特性）
　Ａ：マーカー組成物は、非常に良好に適用されている。
　Ｂ：マーカー組成物は、良好に適用されている。
　Ｃ：マーカー組成物は、付着することが幾分困難である。
　Ｄ：マーカー組成物は、厚く適用されている。
【０１３８】
　（視認性）
　Ａ：マーカー組成物は、見ることが非常に困難である。
　Ｂ：マーカー組成物は、見ることが困難である。
　Ｃ：マーカー組成物は、見ることが容易である。
【０１３９】
　（反射率）
　Ａ：マーカー組成物は、見ることが非常に容易である。
　Ｂ：マーカー組成物は、見ることが容易である。
　Ｃ：マーカー組成物は、見ることが困難である。
【０１４０】
　更に、紙からのマーカー組成物の拭い去りの容易性と、アプリケータのスポンジ中に保
持されているマーカー組成物の安定性とを評価した。
【０１４１】
　（拭い去りの容易性）
　Ａ：マーカー組成物は、拭い去ることが非常に容易である。
　Ｂ：マーカー組成物は、拭い去ることが容易である。
　Ｃ：マーカー組成物は、拭い去ることが幾分困難である。
【０１４２】
　（安定性）
　列挙した下記の基準を使用して、マーカー組成物を保持しているスポンジから過剰に漏
洩することなく、マーカー組成物がスポンジによって安定的に保持されるか否かを評価し
た。
　Ａ：マーカー組成物は、非常に安定的に保持されている。
　Ｂ：マーカー組成物は、安定的に保持されている。
　Ｃ：マーカー組成物は、安定的に保持することが幾分困難である。
【０１４３】
　得られた評価結果を表２に示す。図５は、撮像光により照明されていない際の、実施例
１のマーカー組成物が適用された紙の状態の画像を示す。図６は、撮像光により照明され
ている際の、実施例１のマーカー組成物が適用された紙の状態の画像を示す。同一のアプ
リケータを使用して、図５及び６のマーカー組成物の多数の移動を行った。視認性及び反
射率に関して、適用されたマーカー組成物を裸眼で観察した際に得られた評価結果と、写
真に基づく評価結果との間の相違は、本質的に存在しない。例えば、撮像光の放射を有し
ない状態を示す写真内でマーカー組成物を視覚的に確認することが不可能な場合、マーカ
ー組成物を裸眼で視覚的に確認することも不可能である。
【０１４４】
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【表２】

【０１４５】
　［製造実施例３～５］
　表３に示す成分及び成分の組み合わせ、水溶性ポリマー、水、アルコール、湿潤剤及び
ｐＨ調整剤の各々の配合濃度を使用してマーカー組成物を作製した。更に、表３の各材料
に関する配合割合の単位は、重量部であった。表３の「ＰＶＡ＃１４００」は、ポリビニ
ルアルコール（Ｋｉｓｈｉｄａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．製、商標：ポリビ
ニルアルコール１，４００）である。
【０１４６】
【表３】

【０１４７】
　［実施例５～７］
　＜マーカー組成物の調製＞
　実施例５～７では、表４に示すそれぞれの組成を有するマーカー組成物を調製した。更
に、マーカー組成物の調製手順は、実施例１～４と同一であった。更に、表４の各材料の
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配合した割合の単位は、重量部である。
【０１４８】
　＜アプリケータの調製、及びマーカー組成物の特性の評価＞
　実施例５～７のマーカー組成物の各々を使用して、それぞれのアプリケータを製造した
。アプリケータの調製手順は、実施例１～４と同一であった。得られたアプリケータを使
用して、マーカー組成物を温度４℃、２５℃又は４０℃で紙に適用し、実施例１～４と同
一の評価基準に従って、マーカー組成物の反射率を評価した。
【０１４９】
　更に、マーカー組成物の付着能力（紙に対する接着の強度）と、紙からの拭い去りの容
易性とを、以下の評価基準に基づいて評価した。
【０１５０】
　（付着能力）
　Ａ：マーカー組成物は、良好に付着される。
　Ｂ：マーカー組成物は、付着することが幾分困難である。
　Ｃ：マーカー組成物、非常に強力に付着される。
【０１５１】
　（拭い去りの容易性）
　Ａ：マーカー組成物は、拭い去ることが非常に容易である。
　Ｂ：マーカー組成物は、広がり及び拡大するが、拭い去ることが容易である。
　Ｃ：マーカー組成物は、拭い去ることが幾分困難である。
【０１５２】
　得られた評価結果を表４に示す。更に、図７は、撮像光により照明されていない際の、
実施例５～７のマーカー組成物が適用された紙の状態の画像を示す。図８は、撮像光によ
り照明されている際の、実施例５～７のマーカー組成物が適用された紙の状態の画像を示
す。同一のそれぞれのアプリケータを使用して、実施例５～７の各温度における図７及び
８のマーカー組成物の多数の移動を行った。視認性及び反射率に関して、適用されたマー
カー組成物を裸眼で観察した際に得られた評価結果と、写真に基づく評価結果との間の相
違は、本質的に存在しない。
【０１５３】
【表４】



(26) JP 2017-534835 A 2017.11.24

10

20

30

40

50

【０１５４】
　［実施例８及び９］
　＜マーカー組成物の調製＞
　実施例８及び９では、下記に示す再帰反射粒子及び分散媒を使用し、表５に示す組成を
有するマーカー組成物を調製した。更に、表５の各材料の配合した割合の単位は、重量部
である。
【０１５５】
　再帰反射粒子：
　ＵＢ－２４Ｍ（Ｕｎｉｔｉｋａ　Ｌｔｄ．製、粒径４５～６３μｍ及び屈折率１．９を
有するガラス粒子）
【０１５６】
　分散媒：
　プルロニック（登録商標）２５Ｒ４（ＢＡＳＦ製、流動点：２５℃）
　ポロキサマー１８８（Ｍｅｒｃｋ　＆　Ｃｏ．Ｉｎｃ．製、流動点：５２℃）
【０１５７】
　再帰反射粒子及び分散媒をプラネタリーミキサー内に９０℃で配置し、この混合物を配
合することにより、実施例８及び９のマーカー組成物を調製した。次いで、得られたマー
カー組成物を７０℃～９０℃の温度で維持し、このマーカー組成物を以下に記載するアプ
リケータセットの製造に使用した。
【０１５８】
　＜アプリケータセットの製造、及びマーカー組成物の評価＞
　実施例８及び９のそれぞれのマーカー組成物を使用して、アプリケータを製造した。ア
プリケータ製造手順を以下に記載する。
【０１５９】
　最初に、ポリウレタンスポンジ（ＩＮＯＡＣ　Ｃｏｒｐ．製、商標：ＭＦ－５０、気泡
数：５０／２５ｍｍ）をアプリケータ本体として調製した。次に、マーカー組成物を７０
℃で撹拌する一方、そのマーカー組成物を蠕動ポンプに接続したポンプからスポンジに供
給し、マーカー組成物をスポンジ中に浸み込ませた。ポリウレタンスポンジあたりのマー
カー組成物の量を０．５～０．８ｇに設定した。この時点で、スポンジによるマーカー組
成物の保持能力を評価した。
【０１６０】
　その後、スポンジを保持本体上に装着してアプリケータを得、多数のアプリケータ及び
蓋本体を互いに接続して、図２に示すようなマルチスタンプ型アプリケータセットを得た
。
【０１６１】
　その後、先端に配置されたアプリケータから蓋本体を分離してスポンジを露出し、スポ
ンジの露出部分を紙に押し付けることによりマーカー組成物の適用を行った。更に、使用
したアプリケータをアプリケータセットの先端から分離し、そのアプリケータをアプリケ
ータセットの末端に装着し、マーカー組成物を適用することを含む一連の工程を繰り返し
、マーカー組成物の適用能力（適用されたマーカー組成物の厚さの均一性）、アプリケー
タの交換の容易性、及び新しいアプリケータを用いて適用した際の再被覆能力を評価した
。更に、カメラを使用して、撮像光により照明されていない際の状態を撮像し、また撮像
光により照明されている際の状態を撮像し、得られた画像に基づいて視認性（光により照
明されていない際のマーカー組成物の視認性）及び反射率（光により照明されている際の
マーカー組成物を見ることの容易性）を評価することにより、マーカー組成物の適用後の
紙を評価した。
【０１６２】
　更に、紙からのマーカー組成物の拭い去りの容易性と、アプリケータのスポンジ中に保
持されているマーカー組成物の安定性とを評価した。
【０１６３】
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　評価基準を以下に記載する。
【０１６４】
　（スポンジの保持能力）
　スポンジがマーカー組成物で充填された際、マーカー組成物がスポンジ中に良好に保持
されているか否かを、以下の基準に基づいて評価した。
　Ａ：マーカー組成物は非常に良好に保持されている。
　Ｂ：マーカー組成物は良好に保持されている。
　Ｃ：マーカー組成物は、保持することが幾分困難である。
【０１６５】
　（適用特性）
　Ａ：マーカー組成物は、非常に均一に適用されている。
　Ｂ：マーカー組成物は、均一に適用されている。
　Ｃ：マーカー組成物は、均一に適用することが幾分困難である。
【０１６６】
　（視認性）
　Ａ：マーカー組成物は、見ることが非常に困難である。
　Ｂ：マーカー組成物は、見ることが困難である。
　Ｃ：マーカー組成物は、見ることが容易である。
【０１６７】
　（反射率）
　Ａ：マーカー組成物は、見ることが非常に容易である。
　Ｂ：マーカー組成物は、見ることが容易である。
　Ｃ：マーカー組成物は、見ることが困難である。
【０１６８】
　（拭い去りの容易性）
　Ａ：マーカー組成物は、拭い去ることが非常に容易である。
　Ｂ：マーカー組成物は、拭い去ることが容易である。
　Ｃ：マーカー組成物は、拭い去ることが幾分困難である。
【０１６９】
　（安定性）
　列挙した下記の基準を使用して、マーカー組成物を保持しているスポンジから過剰に漏
洩することなく、マーカー組成物がスポンジによって安定的に保持されるか否かを評価し
た。
　Ａ：マーカー組成物は、非常に安定的に保持されている。
　Ｂ：マーカー組成物は、安定的に保持されている。
　Ｃ：マーカー組成物は、安定的に保持することが幾分困難である。
【０１７０】
　（アプリケータの取り替えの容易性）
　Ａ：アプリケータは、取り替えることが非常に容易である。
　Ｂ：アプリケータは、取り替えることが容易である。
　Ｃ：アプリケータは、取り替えることが困難である。
【０１７１】
　（再被覆能力）
　Ａ：回収が非常に容易である。
　Ｂ：再被覆が容易である。
　Ｃ：再被覆が困難である。
【０１７２】
　得られた評価結果を表５に示す。更に、実施例８のマーカー組成物を使用して製造した
アプリケータと、実施例８のマーカー組成物を使用して被覆した紙に関して、撮像光によ
り照明されていない際の状態を示す画像を図９に示し、撮像光により照明されている際の
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状態を示す画像を図１０に示す。更に、実施例９のマーカー組成物を使用して製造したア
プリケータと、実施例９のマーカー組成物を使用して被覆した紙に関して、撮像光により
照明されていない際の状態を示す画像を図１１に示し、撮像光により照明されている際の
状態を示す画像を図１２に示す。同一のそれぞれのアプリケータを使用して、図９～１２
のマーカー組成物の多数の移動を行った。視認性及び反射率に関して、適用されたマーカ
ー組成物を裸眼で観察した際に得られた評価結果と、写真に基づく評価結果との間の相違
は、本質的に存在しない。
【０１７３】
【表５】

【０１７４】
　＜アプリケータセットの製造、及びマーカー組成物の特性の評価＞
　実施例８のマーカー組成物を使用し、マーク付けに使用したスポンジ（ウレタンフォー
ム）を表６に示すスポンジに変更した以外は、実施例８と同一の方法でアプリケータセッ
トを得た。更に、表６に示す材料の詳細を、以下に列挙する。
　ＭＦ－２０：ＩＮＯＡＣ　Ｃｏｒｐ．製、ポリエステル系ウレタンフォーム、商標、気
泡数：２０／２５ｍｍ
　ＭＦ－３０：ＩＮＯＡＣ　Ｃｏｒｐ．製、ポリエステル系ウレタンフォーム、商標、気
泡数：３０／２５ｍｍ
　ＣＦＨ－３０：ＩＮＯＡＣ　Ｃｏｒｐ．製、ポリエステル系ウレタンフォーム、商標、
気泡数：３０／２５ｍｍ
　ＣＦＨ－４０：ＩＮＯＡＣ　Ｃｏｒｐ．製、ポリエステル系ウレタンフォーム、商標、
気泡数：４０／２５ｍｍ
　ＭＦ－５０：ＩＮＯＡＣ　Ｃｏｒｐ．製、ポリエステル系ウレタンフォーム、商標、気
泡数：５０／２５ｍｍ
　ＭＦ－５５：ＩＮＯＡＣ　Ｃｏｒｐ．製、ポリエステル系ウレタンフォーム、商標、気
泡数：５５／２５ｍｍ
【０１７５】
　次に、得られたアプリケータセットのアプリケータを使用し、実施例８のマーカー組成
物を紙に１０回適用し、保持能力及び適用特性を評価した。得られた結果を表６に示す。
加えて、ＣＦＨ－３０又はＣＦＨ－４０をスポンジとして有するアプリケータを使用した
場合の、撮像光の放射を有しない、実施例８のマーカー組成物が適用された紙の状態の画
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像を図１３に示し、撮像光の放射を有する、実施例８のマーカー組成物が適用された紙の
状態の画像を図１４に示す。ここで、図１３及び１４では、上位はＣＦＨ－３０に関する
結果を示し、下位はＣＦＨ－４０に関する結果を示す。同一のそれぞれのアプリケータを
使用して、図１３及び１４のマーカー組成物の多数の移動を行った。
【０１７６】
【表６】

【０１７７】
　［実施例１０～１３］
　＜マーカー組成物の調製＞
　実施例１０～１３では、表７に示すそれぞれの組成を有するマーカー組成物を調製した
。更に、表７に示す材料の詳細を以下に列挙する。更に、表７の各材料の配合した割合の
単位は、重量部である。
　プルロニック２５Ｒ４：ＢＡＳＦ製、商標、流動点：２５℃
　プルロニックＰ８４：ＢＡＳＦ製、商標、流動点：３４℃
　プルロニックＰ１０３：ＢＡＳＦ製、商標、流動点：３０℃
　ポロキサマー１８８：Ｍｅｒｃｋ　＆　Ｃｏ．，Ｉｎｃ．製、商標、流動点：５２℃
【０１７８】
　＜アプリケータセットの製造、及びマーカー組成物の特性の評価＞
　それぞれのアプリケータセットを、実施例１０～１３のマーカー組成物を使用して製造
した。ＭＦ－５５をスポンジとして使用した以外は、アプリケータセットの製造手順は、
実施例８及び９の製造手順と同一であった。その後、得られたアプリケータセットを使用
して、実施例１０～１３のマーカー組成物を紙に適用した。保持能力、適用能力、視認性
、反射率、拭い去りの容易性、安定性、取り替えの容易性、及びマーカー組成物の再被覆
能力を、実施例８及び９と同一の評価基準に従って評価した。
【０１７９】
　得られた結果を表７に示す。更に、実施例１１のマーカー組成物を使用して製造したア
プリケータと、実施例１１のマーカー組成物を使用して被覆した紙に関して、撮像光によ
り照明されていない際の状態を示す画像を図１５に示し、撮像光により照明されている際
の状態を示す画像を図１６に示す。更に、実施例１２のマーカー組成物を使用して製造し
たアプリケータと、実施例１２のマーカー組成物を使用して被覆した紙に関して、撮像光
により照明されていない際の状態を示す画像を図１７に示し、撮像光により照明されてい
る際の状態を示す画像を図１８に示す。更に、実施例１３のマーカー組成物を使用して製
造したアプリケータと、実施例１３のマーカー組成物を使用して被覆した紙に関して、撮
像光により照明されていない際の状態を示す画像を図１９に示し、撮像光により照明され
ている際の状態を示す画像を図２０に示す。図１５～２０において、同一のそれぞれのア
プリケータを使用して、実施例１１～１３のマーカー組成物の多数の移動の各々を行った
。視認性及び反射率に関して、適用されたマーカー組成物を裸眼で観察した際に得られた
評価結果と、写真に基づく評価結果との間の相違は、本質的に存在しない。
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【表７】

【０１８１】
　次に、紙の温度が４０℃、３０℃、２０℃又は４℃の時に、実施例１１～１３の各マー
カー組成物を白色の紙に３回適用した。次いで、各温度における紙に対するマーカー組成
物の適用能力を、実施例８及び９と同一の評価基準に従って評価した。加えて、紙上のマ
ーカー組成物の状態を、以下の基準を使用して評価した。
【０１８２】
　（紙上のマーカー組成物の状態）
　Ａ：マーカー組成物は、固体である。
　Ｂ：マーカー組成物は、幾分、液体状である。
【０１８３】
　評価の結果を表８に示す。更に、実施例１１～１３のマーカー組成物が適用されていた
紙に関して、撮像光により照明されていない際の状態の画像を図２１に示し、撮像光によ
り照明されている際の状態の画像を図２２に示す。紙の温度が３０℃、２５℃、２０℃及
び４℃の時に、実施例１３のマーカー組成物は、紙に殆ど移動されなかった。同一のそれ
ぞれのアプリケータを使用して、実施例１１～１３の各温度における図２１及び２２のマ
ーカー組成物の多数の移動を行った。
【０１８４】
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【表８】

【０１８５】
　スポンジを表９に示すスポンジに変更した以外は、実施例８及び９と同一の方法で、実
施例１０のマーカー組成物を使用してアプリケータセットを製造した。得られたアプリケ
ータセットのアプリケータを使用して、マーカー組成物を紙に適用した。次いで、実施例
８及び９の基準と同一の基準に従って、保持能力、適用特性及び安定性を評価した。得ら
れた結果を表９に示す。
【０１８６】
【表９】

【０１８７】
　スポンジを表１０に示すスポンジに変更した以外は、実施例８及び９と同一の方法で、
実施例１３のマーカー組成物を使用してアプリケータセットを製造した。得られたアプリ
ケータセットのアプリケータを使用して、マーカー組成物を紙に適用した。次いで、実施
例８及び９の基準と同一の基準に従って、保持能力、適用特性及び安定性を評価した。得
られた結果を表１０に示す。更に、ＭＦ－２０、ＣＦＨ－４０及びＭＦ－５０をスポンジ
として使用した際の、実施例１３のマーカー組成物が適用されていた、紙が光により照明
されていなかった状態における紙の画像を図２３に示し、紙が光により照明されていた状
態における画像を図２４に示す。ここで、図２３及び２４の上の列は、ＣＦＨ－４０に関
する結果を示し、中央の列は、ＭＦ－２０に関する結果を示し、下の列は、ＭＦ－５０に
関する結果を示す。同一のそれぞれのアプリケータを使用して、図２３及び２４のマーカ
ー組成物の多数の移動を行った。
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【０１８８】
【表１０】

【０１８９】
　［実施例１４～２３］
　＜マーカー組成物の調製＞
　実施例１４～２３では、７０重量部のＵＢ－３５Ｍ（Ｕｎｉｔｉｋａ，Ｌｔｄ．製、商
標）と、表１１に示す組成を有する３０重量部の分散媒とを含むマーカー組成物を調製し
た。表１１の各材料の配合した割合の単位は、重量部である。更に、表１１の「ＰＥＧ　
＃６００」はポリエチレングリコール（Ｗａｋｏ　Ｐｕｒｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｉｎｄ
ｕｓｔｒｉｅｓ，Ｌｔｄ．製）であり、「ＰＰＧ　＃１４００」はポリプロピレングリコ
ール（Ｗａｋｏ　Ｐｕｒｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，Ｌｔｄ．製）で
ある。更に、実施例１４～２３のマーカー組成物に含まれる分散媒は、各々０～６０℃の
範囲内の流動点を有していた。例えば、実施例１５のマーカー組成物に含まれる分散媒の
流動点は、３８℃であった。
【０１９０】
　＜アプリケータセットの製造、及びマーカー組成物の特性の評価＞
　それぞれのアプリケータセットを、実施例１４～２３のマーカー組成物を使用して製造
した。アプリケータセットの製造手順は、ＭＦ－５５をスポンジとして使用した以外は、
実施例８及び９の製造手順と同一であった。その後、得られたアプリケータセットのアプ
リケータを使用して、実施例１４～２３のマーカー組成物を紙に適用した。次いで、温度
４０℃、３０℃、２５℃、２０℃及び４℃における紙上のマーカー組成物の反射率と、マ
ーカー組成物の状態とを、実施例８～１３と同一の評価基準に従って評価した。
【０１９１】
　得られた結果を表１１に示す。更に、実施例１４～１６のマーカー組成物が適用されて
いた紙に関して、撮像光により照明されていない際の状態の画像を図２５に示し、撮像光
により照明されている際の状態の画像を図２６に示す。更に、実施例１７～１９のマーカ
ー組成物が適用されていた紙に関して、撮像光により照明されていない際の状態の画像を
図２７に示し、撮像光により照明されている際の状態の画像を図２８に示す。更に、実施
例２０～２３のマーカー組成物が適用されていた紙に関して、撮像光により照明されてい
ない際の状態の画像を図２９に示し、撮像光により照明されている際の状態の画像を図３
０に示す。図２５～３０において、同一のそれぞれのアプリケータを使用して、各温度に
おける実施例１４～２３のマーカー組成物の多数の移動を行った。視認性及び反射率に関
して、適用されたマーカー組成物を裸眼で観察した際に得られた評価結果と、写真に基づ
く評価結果との間の相違は、本質的に存在しない。
【０１９２】
　その後、実施例１５のマーカー組成物とＭＦ－５５及びＣＦＨ－４０スポンジとを使用
して、実施例８及び９と同一の方法でアプリケータセットを得た。得られたアプリケータ
セットのアプリケータの各々を使用して、マーカー組成物を黒色の紙に５回適用した。次
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いで、温度４０℃、３０℃、２５℃、２０℃及び４℃における紙上のマーカー組成物の反
射率と、マーカー組成物の状態とを、実施例８～１３と同一の評価基準に従って評価した
。得られた結果を表１２に示す。更に、ＭＦ－５５及びＣＦＨ－４０スポンジを有するア
プリケータを使用して実施例１５の組成物が適用されていた紙に関して、図３１は、紙が
撮像照明により照明されていない状態を示し、図３２は、紙が撮像照明により照明されて
いる状態を示す。同一のそれぞれのアプリケータを使用して、図３１、３２の各温度にお
けるマーカー組成物の、及び、各スポンジに関する、多数の移動を行った。視認性及び反
射率に関して、適用されたマーカー組成物を裸眼で観察した際に得られた評価結果と、写
真に基づく評価結果との間の相違は、本質的に存在しない。
【０１９３】
【表１１】

【０１９４】



(34) JP 2017-534835 A 2017.11.24

10

20

30

40

【表１２】

【０１９５】
　［実施例２４～２７］
　＜マーカー組成物の調製＞
　実施例２４～２７では、ＵＢ－３５Ｍ（Ｕｎｉｔｉｋａ　Ｌｔｄ．製、商標）と、表１
１に示す実施例１５の分散媒とを使用して、表１３に示す組成を有するマーカー組成物を
調製した。表１３の各材料の配合した割合の単位は、重量部である。
【０１９６】
　＜アプリケータセットの製造、及びマーカー組成物の特性の評価＞
　それぞれのアプリケータセットを、実施例２４～２７のマーカー組成物を使用して製造
した。アプリケータセットに関する製造手順は、スポンジをＣＦＨ－４０に変更した以外
は、実施例８及び９の場合と同一である。この時点で、実施例８及び９と同一の評価基準
に従って、マーカー組成物のスポンジの保持能力を評価した。次に、得られたアプリケー
タセットのアプリケータの温度を４０℃、２５℃又は４℃に設定し、実施例２４～２７の
マーカー組成物を紙に適用した。マーカー組成物の反射率を、実施例８及び９と同一の評
価基準に従って評価した。
【０１９７】
　更に、得られたアプリケータを使用して、実施例２４～２７のマーカー組成物をステン
レス鋼材料（ＳＵＳ）の表面に２５℃で適用した。次いで、ＳＵＳ表面のマーカー組成物
の拭い去りの容易性を、実施例８～１３と同一の評価基準に従って評価した。
【０１９８】
　得られた結果を表１３に示す。
【０１９９】



(35) JP 2017-534835 A 2017.11.24

10

20

30

【表１３】

【０２００】
　［産業上の適用性］
　本発明のアプリケータ、アプリケータセット、洗浄度判定方法、及び洗浄度判定システ
ムは、例えば病院及び他の施設における洗浄度の判定に有用である。
【０２０１】
　参照番号
　３０、４０、５０、６０、７０、８０、１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１
６０アプリケータ
　３２、４２、５２、６２、７２、８２、１１２、１２２、１３２、１４２、１５２、１
６２アプリケータ本体
　３４、４４、５４、６４、７４、８４、１１４、１２４、１３４、１４４、１５４、１
６４保持本体
　３４ａ雄ねじ部分
　３６、１１６、１２６、１３６、１４６、１５６、１６６蓋本体
　３６ａ雌ねじ部分
　３８、４５、５５、６５、７５、８５、１１８、１２８、１３８、１４８、１５８、１
６８封止構成要素
　４６、５６、６６、７６、８６保持部分
　４８、５８、６８、７８、８８蓋部分
　９０蓋本体
　１００、２００アプリケータセット
　１７０固定部材
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【国際調査報告】
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